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ＪＣＭ 一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会 
〒102-0076 東京都千代田区五番町 6-2  ホーマットホライゾンビル 1 階 

(1) このガイドラインは原則２０２３年４月１日以降申請分より適用いたします。 

 

(2) ２０２３年度版の主な改訂点を以下に示します。 

①社内研修の形態コードを「500」に変更します。（P17） 

②社内研修 オンラインセミナーのスクリーンショットについて説明を追加しました。

（3.7「社内研修をオンラインセミナーで行う場合のご注意」P32-34） 

③手数料の一部を変更します。（P38,39 4．3（4）） 

10 円単位の申請（入金）が可能になりました。 
 

【基本操作マニュアルについて】 

申請等の作業手順については、基本操作マニュアルを必ずご確認ください。基本操作マ

ニュアルは、ホームページに掲載しています。掲載箇所は「P6 図 2」を参照ください。

基本操作マニュアルはＩＤごとにご用意しています。 
 

【スクリーンショットについて】 

規定外のスクリーンショットの保存が多く、何度も差し戻しが発生し、審査に大幅な時

間を割いています。規定外のスクリーンショットは審査をお断りいたします。 
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（CPDS に関する問合わせ先） ＣＰＤＳ企画運営室 

TEL 03-3262-7438  電話対応時間 平日 10：00～16：30 

ホームページ https://www.ejcm.or.jp/ 

学習履歴申請  FAX 03-3262-7424  一括・その他 FAX 03-3262-7420 

ホームページの「よくあるご質問」にお問合せの多いご質問・回答を掲載しており

ます。システム操作については基本操作マニュアルをご用意しています（P6 2 参

照）。お問合せの前に必ずご覧ください。 

電話でお問合せの際は申請の受付番号・CPDS の登録番号、ガイドラインをあらか

じめご用意ください。メールでのお問合わせはご遠慮ください。ホームページにあ

る問合せフォーマットをご利用いただきますようお願いします。 
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１．継続学習制度（ＣＰＤＳ）の概要 
 

１．１ 定義と目的 

 一般に継続教育はＣＰＤ（Continuing Professional Development）と呼ばれます。 

（一社）全国土木施工管理技士会連合会（以下全国技士会）の継続学習制度はＣＰＤ

にＳystem のＳを付けて「ＣＰＤＳ」としています。 

ＣＰＤは継続学習全般を示し、全国技士会を含め複数の団体がＣＰＤ運営をしていま

す（参考 1.2）。ＣＰＤＳもＣＰＤの 1 つとなりますが、「ＣＰＤＳ」は全国技士会の固有

の名称です。 

ＣＰＤＳでは土木施工管理技士に必要な技術力の向上のために加入者が講習会などで

学習をした場合に、学習の記録（以下学習履歴）を全国技士会に登録し、必要な時に全

国技士会が学習履歴証明書を発行するシステムです。 

 ＣＰＤＳでの学習履歴の単位を「ユニット」とよびます。ユニットは技術者個人に対

して登録されます。 

 

◆ＣＰＤＳの概要◆ 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

ＣＰＤＳの目的は、技術者が自己研鑚の活動を通じて、国民の福祉に役立つ良質な目

的物を創造するための技術力と資質の向上を図ることにあります。 

ＣＰＤＳは、①公開・公平性（誰でも加入でき、公平に対応されます）、②信頼性（全

ての申請に対し証拠書類を確認します）、③専門性（現場の施工管理技術が向上する講習

会を認定します）、の３理念に従い、利用者の利便を考えて運営します。 

 

 ＣＰＤＳは、全国技士会が運営します。運営に当たり全国技士会に外部の有識者から

なる技術委員会ＣＰＤＳ部会を置き、ＣＰＤＳに関する課題等を審議します。 

 

１．２ 建設系ＣＰＤ協議会 
建設分野の学・協会のうちＣＰＤ（継続教育）を実施している機関の間で、連絡・調

整することを目的とする協議会です。全国技士会を含め１９団体で構成されます。 

現時点では、構成する１団体で認定されたプログラムであっても、他団体ではユニッ

トの求め方が異なり、認定されない場合があります。 

また、ＣＰＤＳでは学習履歴の単位を「ユニット」としていますが、各団体によって

異なります。 

他団体で登録された単位をＣＰＤＳに移行することはできません。ただし、他団体で

登録された講習会をＣＰＤＳに申請をし、承認となればユニットが登録されます。 

詳しくは建設系ＣＰＤ協議会ホームページ（http://www.cpd-ccesa.org/）を参照くだ

さい。 

①個人ＩＤ新規加入 ③学習履歴の記録 

（ユニット登録） 
④学習履歴証明書取得 

（必要に応じて） 

ＣＰＤＳ 

②学習 
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どちらも CPDS 個人ＩＤ加入者 

違いは手数料のみ 

１．３ 各ＩＤについて 

 
（１） ＩＤの種類  

ＩＤには個人ＩＤと企業（団体）を対象とした特定機能の会社ＩＤがあります。 

表１ それぞれのＩＤの申請種類 

加入者ＩＤの種類 申請内容 

個人ＩＤ 

学習プログラム（社内研修を除く）・学習履歴（ユニット登録）

申請、学習履歴証明書申請、Ｗｅｂ-ＣＰＤＳ新規加入申請等 

※ユニット登録の対象は個人ＩＤのみ（申請は他ＩＤからも可） 

特
定
機
能
の
会
社
Ｉ
Ｄ 

講習会実施機関ＩＤ 

講習会の主催者が行うプログラム申請と履歴申請（社内研修を除

く）、講師派遣する社内研修のプログラム申請と履歴申請等 

建設会社等（研究会など）は、原則取得できません 

社内研修ＩＤ 社内研修のプログラム申請と履歴申請 

社員データＩＤ 

個人ＩＤを取得している社員の個人情報を会社で一元管理、個人

ＩＤ新規加入、学習履歴、学習履歴証明書の申請、Ｗｅｂ-ＣＰ

ＤＳ新規加入申請等 

 

ユニットを登録することができるのは個人ＩＤのみとなります。特定機能の会社ＩＤ

に対してはユニット登録をすることができません。 

特定機能の会社ＩＤは3種類あり、それぞれのＩＤで特定の機能をご利用いただくこと

ができます。 

 

（２） 個人ＩＤ  

個人ＩＤはどなたでも加入することができます。特別な資格は必要ありません。 

このガイドラインでは個人ＩＤに加入されている方を加入者とします。加入者が全国

技士会とは別に「各県等の土木施工管理技士会（以下技士会）の個人会員」であれば、

「技士会会員」となります。技士会会員には安価な会員料金が適用されますが、各県等

の技士会への入会手続きが別途必要です。 

技士会に加入されていない加入者は「無所属」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ＣＰＤＳ加入者と技士会会員の関係 

 

（３） 特定機能ＩＤ  

特定機能の会社ＩＤは3種類あり、講習会実施機関ＩＤ、社内研修ＩＤ、社員データＩ

Ｄとなります。ＩＤによって利用できる機能が異なります。（表 1） 

 講習会実施機関ＩＤは、主催する講習会をＣＰＤＳに申請する際に必要となります。

建設会社等（研究会など）は、原則取得することはできません。 

 社内研修ＩＤは、自社で行う社内研修をＣＰＤＳに申請するために必要です。ＣＰＤ

技士会員  ＝ 個人ＩＤ加入＋技士会所属 

無所属  ＝ 個人ＩＤ加入＋技士会無所属 
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Ｓに履歴申請（ユニット登録）する受講者は、個人ＩＤに加入している必要があります。 

 社員データＩＤは、個人ＩＤに加入している社員の申請やユニットの管理等を行うこ

とができます。 

 社内研修ＩＤと社員データＩＤは同時に取得することも可能です。 

 

１．４ 用語 

① 学習プログラム 

学習プログラムは、講習会、発表論文等技術力向上のための手段を指します。 

学習プログラムは、施工管理等に関する技術力及び資質の向上に資するものに限

定します。全国技士会以外の機関の学習プログラムも審査基準に合えば認定します。 

認定された学習プログラムは全国技士会のホームページ等で公表します（社内研

修、特許、実用新案、論文は除く）。 

② 学習履歴とユニット、受講証明書と学習履歴証明書 

学習履歴は、講習受講などの個人の学習記録です。ユニットは学習履歴を定量的

に表す単位で、概ね講習会１時間が１ユニットに相当します。学習履歴のユニット

は受講者本人の個人ＩＤに対してのみ付与されます（ただし、学習履歴申請は他の

ＩＤからも行えます）。 

受講証明書は加入者が講習を受けたことを証する証明書（主催者が発行）で、学

習履歴証明書は加入者の過去の学習履歴（ユニット登録）を証する証明書（全国技

士会が発行）です。 

③ ＩＤ（登録番号） 

新規加入が 2021 年 6 月以降の場合、加入後に発行される登録番号とは別にログイ

ンにのみ使用するログインＩＤを設定いただく必要があります。申請やお問い合せ

には登録番号が必要です。 

2021 年 5 月以前に新規加入されている場合、登録番号がログインＩＤになってい

ますが、ログインＩＤを別に設定することができます。 

ＣＰＤＳではセキュリティ対策の為、ログインＩＤは登録番号とは別にしていた

だくことを推奨しています。 

 

 

１．５ 個人情報保護 

ＣＰＤＳの個人情報は、適切な方法で管理します。特段の事情がない限り本人の同意

を得ずにＣＰＤＳの目的外に使用することはありません。ただし、一部の情報は技士会

会員の確認などのため、全国技士会と技士会で情報交換をする場合があります。ＣＰＤ

Ｓ加入者でかつ技士会会員である方の場合、技士会会員資格の有無、会社名等の情報は

最新の技士会名簿などで技士会、全国技士会においてＣＰＤＳの登録内容を修正する場

合があります。 

また職場単位での技術力向上のため、加入者の属する会社に情報提供する場合や、技

術評価などのため、発注行政機関もしくは発注行政機関から委託を受けた機関に情報提

供する場合があります。なお、発注行政機関等へ提供する情報は「氏名、生年月日、資

格名及び資格者番号（ある場合）、学習履歴」で、住所、連絡先、所属会社等の情報は提

供しません。 
 

１．６ 手続きの概要 
 ＣＰＤＳの申請は全て全国技士会ホームページからインターネットを利用して行いま

す。申請方法については基本操作マニュアル（P6 図 2 参照）がありますので、必ずご確

認ください（ホームページよりダウンロード）。  
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２．個人加入者 
ＣＰＤＳの申請は全て全国技士会ホームページからインターネットを利用して行いま

す。インターネットでは推奨のブラウザをご利用ください（Google Chorome Ver.70 以上 

/ Microsoft Edge Ver.79 以上）。推奨のブラウザ以外では、システムが正常に動作しな

い可能性があります。 

申請方法については基本操作マニュアルがありますので、必ずご確認ください。 

（https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/） 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 全国技士会のトップページ（各ＩＤ共通）（https://www.ejcm.or.jp/） 

 

 

 

【入力代行サービスについて】 

インターネット申請が難しい方は、個人ＩＤに関する以下の申請のみ有料（Ｐ38 Ⅷ 

参照）にて全国技士会が入力代行をいたします。ただし、入力代行申請書や申請に必要

な資料を全てご用意いただき、ＦＡＸまたは郵便で送付いただく必要があります。資料

受領から作業完了まで日数を要します。 

ご希望の場合は受講証明書や登録番号を整えた状態でお電話にてお問合せください。 

 

（対応可能な申請） 

個人ＩＤ新規加入、学習履歴（ユニット登録）申請、学習履歴証明書申請、登録内容

変更申請、ＣＰＤＳ技術者証再発行（申請に一括送金申請が必要な場合も併せて対応

します）。 

  

ログイン 

ガイドライン 
基本操作マニュアル 

新規加入 
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図３ ＣＰＤＳ技術者証 

図５ ＣＰＤＳ技術者データ（ＱＲコード） 図４ 加入者メニューの画面例（共通情報） 

２．１ 新規加入 
個人加入者のページにある「新規加入」から手続きが行えます（P6 図 2 参照）。 

手続きが完了すると登録番号が記載されたメールが届きます。そのメールに記載され

ているＵＲＬを利用して、インターネットよりログインＩＤとパスワードの設定が必要

です。 

登録番号 

（CPDS 技術者証に記載） 
※数字のみで構成 

全国技士会により個々に割り当てた管理番号となります。ユニット登

録や学習履歴証明書申請等で使用します。全国技士会に問合せを

する際も登録番号が必要です。 

番号を変更することはできません。 

ログインＩＤ 
※英数字混合 

システムにログインする時にのみ使用します。ログイン以外では使用

できません。変更可能です。 

 

２．２ ＣＰＤＳ技術者証 

ＣＰＤＳ加入者にはＣＰＤＳ技術者証を発行しま

す（図3）。2022年度から技術者証のデザインを変更

しました。旧デザインの技術者証も引き続きご利用

可能です（登録番号が有効な場合のみ）。新デザイ

ンの技術者証には磁気データがありません。磁気デ

ータの代わりにＱＲコードを既加入者を含む全員に

発行します。ＱＲコードはシステムより「技術者デ

ータ（図 5）」として発行できます。ＱＲコードは、

ご自身で印刷等が必要です。 

「技術者データ（ＱＲコード）」は講習会の受講確認に使用することがあります。使用

する場合は、講習会主催者より開催日当日持参等の案内があります。 

技術者証を紛失した場合、破損が著しい場合、記載内容に変更があった場合、写真で

本人確認、判別ができなくなった場合等は、技術者証再発行申請（有料）をしてくださ

い。 

旧デザインの技術者証の磁気データ上書きサービスは 2022 年 3 月で終了しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

        
 
 
２．３ 登録内容変更 
氏名、会社名、所属技士会を含む変更が申請により可能となります（図 4）。 

変更内容によっては、お認めできない場合もあります（加入者を別人に変更すること

「技術者データ（ＱＲコ
ード）」印刷 

「ＣＰＤＳ技術者証再発行」も

「登録内容変更」もここから 

「共通情報」をクリックすると下
部のメニューが表示される。 


